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新潟県津波避難計画策定指針 

 

令和８年３月修正 

新旧対照表 
 

 

 

※ 頁、行は現行計画（平成 30 年３月）についてのもの 

※ 修正理由の、緑色→国検討の反映、赤色→Ｒ６能登半島地震県検討会報告書の反映です 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

2 【新設】 

はじめに 
1 

 

1 （追加） はじめに 

 本指針は、消防庁が平成 25 年３月に公表し

た「津波対策推進マニュアル検討会報告書」に

まとめられた「市町村における津波避難計画策

定指針」に基づき、平成 26 年７月に策定したも

のです。 

 その後、平成 29 年に策定した県の「津波浸

水想定」等を踏まえ、平成 30 年に一部修正を行

いました。 

 令和６年１月１日に発生した能登半島地震

では、県内で平成５年の北海道南西沖地震以

来、約 30 年ぶりに津波警報が発令され、上越市

などで住宅の浸水被害、漁船の転覆、海水浴場

施設等の被害が発生しました。県内の沿岸地域

の市町村全体では、少なくとも約３万８千人が

避難所等へ避難し、多くの方が自動車で避難し

たことから、一部地域では道路渋滞も発生しま

した。 

 これらの状況を踏まえ、より実効性のある

津波避難計画策定のため、「令和６年能登半島

地震を踏まえた防災対策検討会」の報告書や、

前回修正以降の国等による各種ガイドライン

の見直し内容などを踏まえて、本指針を改定し

ました。 

 市町村におかれては、本指針を参考として、

津波から住民等の命を守るため、更なる津波防

災対策が推進されるよう、津波避難計画の策定

や見直し等に活用いただければ幸いです。 

策定の流れ、背景

の追加 

 

3 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

1 ▲5 （１）津波浸水想定 

ア 県独自の津波浸水想定 

（１）津波浸水想定 

ア 県独自の津波浸水想定 

（削除） 

明確化  
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4 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

4 1 イ 津波防災地域づくりに関する法律に基づ

く津波浸水想定（追加） 

（ア）津波浸水想定の経緯・位置づけについて 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大

震災などを踏まえ、平成 23 年 12 月に「津

波防災地域づくりに関する法律（以下、こ

の節において「法」という。）が制定・施

行されました。 

ア 津波防災地域づくりに関する法律に基づ

く津波浸水想定（平成 29 年 11 月） 

（ア）津波浸水想定の経緯・位置づけについて 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災な

どを踏まえ、平成 23 年 12 月に「津波防災地域

づくりに関する法律（以下、この節において

「法」という。）が制定・施行されました。 

明確化  

5 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

4 ▲1 県ではこれより以前に、津波対策を進めるた

め、学識者や関係行政機関による「新潟県 

津波対策検討委員会」を立ち上げ、平成 25 年 12

月には県独自の最大クラスの津波浸水想定を

公表していたところですが、国が公表した新た

な知見に基づく津波断層モデルを踏まえ、新た

な津波浸水想定を(追加)作成しました。 

県ではこれより以前に、津波対策を進めるた

め、学識者や関係行政機関による「新潟県 

津波対策検討委員会」を立ち上げ、平成 25 年 12

月には県独自の最大クラスの津波浸水想定を

公表していたところですが、国が公表した新た

な知見に基づく津波断層モデルを踏まえ、新た

な津波浸水想定を平成29年11月に作成しまし

た。 

明確化  

6 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

5 ▲9 

 

 表記の修正  

7 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

5 ▲1 （資料 東京大学地震研究所 地震震予知研

究センター 佐藤比呂志教授作成） 

(引用文献 佐藤比呂志（2025）変動帯としての

日本列島とそのプレート構造,地震の大辞典,

朝倉書店,153-166) 

表記の修正  

日本海側の震源断層の大きさは、プレート境界断層の 

数十分の１～数百分の１。活動間隔は 10 倍程度長い。 
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8 ４ 津波浸水

想定と津波ハ

ザードマップ 

8 6 （１）津波浸水想定 

（追加） 

（２）津波ハザードマップ 

  市町村は、県が実施した津波浸水想定等を

踏まえ、 

（１）津波浸水想定 

（２）津波災害警戒区域 

  法第 53 条１項の規定により、都道府県知

事は、津波による人的災害を防止するために

警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

を津波災害警戒区域（以下「警戒区域」とい

う。）として指定することができます。 

  また、法 54 条１項では、警戒区域の指定が

あったときは、市町村地域防災計画におい

て、当該警戒区域ごとに次に掲げる事項につ

いて定めるものとされています。 

 

一 人的災害を生ずるおそれがある津波に関

する情報の収集及び伝達並びに予報又は警

報の発令及び伝達に関する事項 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路そ

の他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第 48 条第１項の防災訓練

として市町村長が行う津波に係る避難訓練

の実施に関する事項 

四 警戒区域内に、地下街等又は社会福祉施

設、学校、医療施設その他の主として防災上

の配慮を要する者が利用する施設であって、

当該施設の利用者の津波の発生時における

円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある

と認められるものがある場合にあっては、こ

れらの施設の名称及び所在地 

五 前各号に掲げるもののほか、警戒区域にお

ける津波による人的災害を防止するために

必要な警戒避難体制に関する事項 

 

  県ではこれまで、津波浸水想定に基づく浸

水区域を対象に、津波災害警戒区域の指定を

順次進めてきました。 

 

情報の追加 

 

表記の統一 
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（３）津波ハザードマップ 

  市町村は、県が設定した津波浸水想定等を

踏まえ、 

9 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

8 ▲5 信濃川や阿賀野川など数多くの河川が日本

海にそそぎ、越後平野、高田平野など広大で肥

沃な平坦地を形作り、面積は(追加)12,584 平方

㎞で、全国 5 位の大きさとなっています。 

また本州の海岸線は 330.9 ㎞と非常に長く、

変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘

の発達しているところも多くあります。 

新潟市の北西約 45 ㎞には佐渡島が、その北

東には粟島があります。佐渡島は歴史上のいわ

れも多く、周囲 280.6 ㎞、面積 856 平方㎞で、

北に金北山を主峰とする大佐渡の山地、南は小

佐渡の山地が平行して走り、中央部に国中平野

が広がっています。 

信濃川や阿賀野川など数多くの河川が日本

海にそそぎ、越後平野、高田平野など広大で肥

沃な平坦地を形作り、面積は約 12,584 平方㎞

で、全国 5 位の大きさとなっています。 

また本州の海岸線は 330.9 ㎞と非常に長く、

変化に富んだ海岸美を形成しているほか、砂丘

の発達しているところも多くあります。 

新潟市の北西約 45 ㎞には佐渡島が、その北

東には粟島があります。佐渡島は歴史上のいわ

れも多く、周囲約 281 ㎞、面積約 855 平方㎞で、

北に金北山を主峰とする大佐渡の山地、南は小

佐渡の山地が平行して走り、中央部に国中平野

が広がっています。 

表記の修正 

時点修正 

 

10 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

9 2 

 

（２）新潟県の地形特性 

ア 新潟県の海岸線の総延長は 635.0ｋｍで

あり、津波災害が発生した際には、大きな影

響が出ると考えられます。 

～（略） 

エ 水資源が豊かであるため、大規模から・

中小規模まで数多くの河川があり、（追加）

河川遡上による被害の発生が想定されます。 

 

（２）新潟県の地形特性 

ア 新潟県の海岸線の総延長は 634.8ｋｍで

あり、離島部分を除く海岸線の延長も 330.2

㎞と非常に長く、津波災害が発生した際に

は、大きな影響が出ると考えられます。 

～（略） 

エ 水資源が豊かであるため、大規模から・

中小規模まで数多くの河川があり、河口から

の河川遡上による被害の発生が想定されま

す。 

 

 

時点修正 

情報の追加 
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11 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

9 3  

 

時点修正  

12 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

9 ▲8 （３）新潟県における津波対策の方向性 

前述の（追加）特性を踏まえると、県内を一

律にとらえて対策を考えることは適切ではな

く、地域特性に応じて、ある程度地域を類型化

して対策を講じる必要があります。 

（３）新潟県における津波対策の方向性 

前述の地形特性を踏まえると、県内を一律

にとらえて対策を考えることは適切ではな

く、ある程度地域を類型化して地域ごとの災

害特性に応じた対策を講じる必要がありま

す。 

表記の修正  

（「海岸統計」（令和６年度版）より） 

 
海岸線総延長 

（ｋｍ） 

構成比 

（％） 

新潟県 634.800 100.0 

村上市 59.464 9.4  

胎内市 13.870 2.2  

新発田市 3.144 0.5  

聖籠町 12.646 2.0  

新潟市 75.118 11.8 

長岡市 16.228 2.6  

出雲崎町 10.062 1.6  

柏崎市 40.793 6.4  

上越市 47.554 7.5  

糸魚川市 51.330 8.1  

佐渡市 281.483 44.3  

粟島浦村 23.108 3.6  
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13 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

10 11 （４）地域の類型化 

ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 

（イ）川沿い地域 

   地震の揺れによって、堤防等が沈下し、

津波の到達前でも浸水が発生するおそれが

あり、続いて、（追加）河川を遡上してきた

津波の影響により堤防が破壊され、被害がさ

らに拡大するおそれがある地域  

 

 

（４）地域の類型化 

ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 

（イ）川沿い地域 

   地震の揺れによって、堤防等が沈下し、

津波の到達前でも浸水が発生するおそれが

あり、続いて、河口から河川を遡上してきた

津波の影響により堤防が破壊され、被害がさ

らに拡大するおそれがある地域  

情報の追加  

14 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

12 9 

17 

ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域）に

おける対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ｃ 避難行動 

（ｃ）（追加）海水浴客、釣り客などの地域

になじみのない観光客の滞在が予想され、

津波災害への知識不足から避難の遅れが想

定されます。 

（イ）対策 

ｃ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について(追加)住民等に対する十

分な周知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）避難経路の検討 

（ｄ）高台への避難路の整備 

（ｅ）避難経路の誘導案内方法の検討 

（ｆ）具体的な避難経路と避難先を想定した

訓練 

ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域）に

おける対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ｃ 避難行動 

（ｃ）海岸沿いの観光施設、宿泊施設の滞在

者や、海水浴客、釣り客などの地域になじ

みのない観光客の滞在が予想され、津波災

害への知識不足から避難の遅れが想定され

ます。 

（イ）対策 

ｃ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について、企業や大学、NPO 等の関

係団体と連携した住民等に対する十分な周

知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）避難経路の検討 

（ｄ）高台への避難路の整備 

（ｅ）避難経路の誘導案内方法の検討 

情報の追加 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

 



9 

 

No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

（ｇ）要配慮者の避難支援対策の検討 

（ｈ）(追加)避難手段の検討 

 

（ｆ）具体的な避難経路と避難先を想定した

訓練 

（ｇ）要配慮者の避難支援対策の検討 

（ｈ）徒歩避難を原則としつつ、地域や状況

に応じて車利用も含めた避難手段の検討 

 

15 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

12 

13 

▲3 

7 

イ 河川遡上地域（早期避難地域）における

対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ｃ 避難行動 

  （追加）津波警報等や避難情報を受け取

っても、避難行動に結びつかない場合が想

定されます。 

～（略）～ 

（イ）対策 

ｃ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について(追加)住民等に対する十

分な周知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）避難経路の検討（河川周辺を避け、場

合によっては通常の避難経路とは異なる避

難経路の検討） 

（ｄ）高台への避難路の整備 

（ｅ）避難経路の誘導案内方法の検討 

（ｆ）具体的な避難経路と避難先を想定した

訓練 

（ｇ）要配慮者の避難支援対策の検討 

（ｈ）(追加)避難手段の検討 

 

イ 河川遡上地域（早期避難地域）における

対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ｃ 避難行動 

  住民が津波警報等や避難情報を受け取っ

ても、避難行動に結びつかない場合が想定

されます。 

～（略）～ 

（イ）対策 

ｃ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について、企業や大学、NPO 等の関

係団体と連携した住民等に対する十分な周

知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）避難経路の検討（河川周辺を避け、場

合によっては通常の避難経路とは異なる避

難経路の検討） 

（ｄ）高台への避難路の整備 

（ｅ）避難経路の誘導案内方法の検討 

（ｆ）具体的な避難経路と避難先を想定した

訓練 

（ｇ）要配慮者の避難支援対策の検討 

（ｈ）徒歩避難を原則としつつ、地域や状況

に応じて車利用も含めた避難手段の検討 

 

情報の追加 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

16 ５ 新潟県の

地域特性に応

じた対策の方

向性 

13 

14 

8 

3 

ウ 低平地浸水地域（長期湛水地域）におけ

る対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ａ 被害 

（ｇ）防災拠点（行政機関、消防・警察、医

療・保健・福祉施設等）や生活拠点（物流

拠点、流通拠点）が被災します。 

～（略）～ 

（イ）対策 

ｄ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について(追加)住民等に対する十

分な周知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）(追加)避難手段の検討 

ウ 低平地浸水地域（長期湛水地域）におけ

る対策の方向性 

（ア）想定される事態 

ａ 被害 

（ｇ）防災拠点（行政機関、消防・警察、医

療・保健・福祉施設等）や生活拠点（物流

拠点、流通拠点）が被災します。 

～（略）～ 

（イ）対策 

ｄ 避難 

（ａ）津波ハザードマップの整備、津波浸水

の状況等について、企業や大学、NPO 等の関

係団体と連携した住民等に対する十分な周

知及び避難等に係る意識啓発 

（ｂ）避難場所、避難所の整備・選定・見直

し 

（ｃ）徒歩避難を原則としつつ、地域や状況

に応じて車利用も含めた避難手段の検討 

 

表記の修正 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

  

17 ６ 津波避難

計画の基本的

な考え方 

14 ▲14 （３）津波避難計画は、県が実施した津波浸

水想定に基づく最大の津波を考慮して策定

するものですが、沿岸から近い地震の場

合、第１波到達が（追加）数分（追加）の

地点もあることから、津波到達時間が短い

場合も踏まえて情報伝達や避難する方策を

十分に検討する必要があります。 

（３）津波避難計画は、県が実施した津波浸

水想定に基づく最大の津波を考慮して策定

するものですが、沿岸から近い地震の場

合、第１波到達が地震発生から数分以内の

地点もあることから、津波到達時間が短い

場合も踏まえて情報伝達や避難する方策を

十分に検討する必要があります。 

表現の追加  

18 ７ 津波避難

計画において

定める必要が

ある事項 

15 3 

 

（２）避難対象地域の指定 

～ 

（８）避難指示（緊急）等の発令  

（９）避難行動要支援者、観光客等の避難対

策 

 

（２）避難対象地域の設定 

～ 

（８）避難指示（緊急）等の発令  

（９）要配慮者、観光客等の避難対策 

 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

組指針の改定を

踏まえた修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

19 ７ 津波避難

計画において

定める必要が

ある事項 

15 7 

  

情報の追加  

20 ８ 用語の意

味 
16 

17 

4 （１） 

(追加) 

（２）避難対象地域 

   津波が発生した場合に避難が必要な地

域で、津波浸水想定等を踏まえ市町村が

指定する。安全性の確保、円滑な避難等

を考慮して、津波浸水想定区域よりも広

い範囲での指定を検討する。 

 

（３）～（６）省略 

（７）津波避難ビル 

（１） 

（２）津波災害警戒区域 

   津波が発生した場合に、住民等の生

命・身体に危害が生じるおそれのある地

域で、津波災害を防止するために警戒避

難体制を特に整備すべき区域をいう。 

（３）避難対象地域 

   津波が発生した場合に避難が必要な地

域で、津波浸水想定等を踏まえ市町村が

設定する。安全性の確保、円滑な避難等

を考慮して、津波浸水想定区域よりも広

い範囲での設定を検討する。 

（４）～（７）省略 

情報の追加  
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

   避難困難地域の避難者や逃げ遅れた避

難者が緊急に避難する建物をいう。避難

対象地域内の建物を市町村が指定する。 

～（略） 

（追加） 

 

（８）津波避難ビル 

   避難困難地域の避難者や逃げ遅れた避

難者が緊急に避難する建物をいう。避難対

象地域内の建物を市町村が設定する。 

（９）～（14）省略 

 

（15）要配慮者 

      高齢者、障害者、傷病者、妊産婦、乳

幼児、外国人等その他の特に配慮を要す

る者をいう。 

（16）避難行動要支援者 

   要配慮者のうち、災害発生時に自ら避

難することが困難な者であって、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

支援を要する者をいう。 

（17）地区防災計画 

   地区居住者等が共同して行う防災活動

に関する計画であり、市町村等が活動の

中心となる市町村地域防災計画とコミュ

ニティが中心となる地区防災計画とが相

まって地域における防災力の向上を図ろ

うとするもの。 

21 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

17 15 

~ 

23 

（２）避難対象地域の指定 

避難対象地域は、津波が発生した場合に

被害が予想されるため避難が必要な地域で

あり、避難指示（緊急）等を発令する際に

避難の対象となる地域です。 

 このため、避難対象地域は、住民等の理

解を十分に得た上で指定することが非常に

重要です。 

避難対象地域は県が実施した津波浸水想

定等を踏まえ（追加）指定しますが、推定

や予測の上での限界があるため、バッファ

ゾーンを設定するなど安全側に立った（広

めの）指定を検討する必要があります。 

（２）避難対象地域の設定 

避難対象地域は、津波が発生した場合に

被害が予想されるため避難が必要となる地

域であり、避難指示（緊急）等を発令する

際に避難の対象となる地域です。 

 このため、避難対象地域は、住民等の理

解を十分に得た上で設定することが非常に

重要です。 

避難対象地域は、県が実施した津波浸水

想定等を踏まえて市町村が設定しますが、

推定や予測の上での限界があるため、バッ

ファゾーンを設定するなど安全側に立った

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

また、避難指示（緊急）等を発令する場

合、発令の対象となった地域名が住民等に

迅速、かつ正確に伝わることが重要です。 

さらに、避難活動にあたっては、自ら避難

すること（自助）はもとより、避難行動要

支援者の避難誘導等（共助）を考えた場

合、地域ぐるみの助け合いも非常に大切で

す。 

 こうしたことから、避難対象地域を指定

するにあたっては、自主防災組織や町内会

等の単位、あるいは地形的に一体的な区域

に基づく指定を検討します。 

（広めの）設定を検討する必要がありま

す。 

また、避難指示（緊急）等を発令する場

合、発令の対象となった地域名が住民等に

迅速、かつ正確に伝わることが重要です。 

さらに、避難活動にあたっては、自ら避難

すること（自助）はもとより、要配慮者の

避難誘導等（共助）を考えた場合、地域ぐ

るみの助け合いも非常に大切です。 

 こうしたことから、避難対象地域をの設

定するにあたっては、自主防災組織や町内

会等の単位、あるいは地形的に一体的な区

域に基づく設定を検討します。 

22 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

18 2 イ  避難目標地点の設定 

津波浸水想定等を踏まえ、避難者が避難対象

地域外へ脱出する際の目標地点を避難対象地

域の外側に設定します。津波避難では、時間と

余力のある限り、安全な場所を目指すことが基

本となります。 

（ア）津波が短時間で到来する場合、必ずしも

市町村が指定した指定緊急避難場所への最

短コースを避難する必要はなく、（例えば最

短コースによる避難が津波浸水想定区域内

を長時間通過しなければならない場合、最短

コースによる避難がかえって危険を増す可

能性がある。）、何よりも避難対象地域の外

に最も安全かつ早く避難できる目標の地点

（避難目標地点）への最短コースを避難する

ことが重要です。 

イ  避難目標地点の設定 

津波浸水想定等を踏まえ、避難目標地点を避

難対象地域の外側に設定します。津波避難で

は、時間と余力のある限り、安全な場所を目指

すことが基本となります。 

（ア）津波が短時間で到来する場合、必ずし

も市町村が指定した避難路を避難する必要は

なく（例えば最短コースによる避難が津波浸水

想定区域内を長時間通過しなければならない

場合、最短コースによる避難がかえって危険を

増す可能性がある。）、何よりも避難対象地域

の外に最も安全かつ早く避難できる目標の地

点（避難目標地点）への最短コースを避難する

ことが重要です。 

表記の修正  

23 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

18 ▲10 ウ 避難可能距離（範囲）の設定 

（ア）歩行速度は 1.0ｍ／秒（高齢者自由歩行

速度、群集歩行速度、地理不案内者歩行速度

等）を目安としますが、歩行困難者、身体障

害者、乳幼児、重病人等については、さらに

歩行速度が低下する（0.5ｍ／秒）こと 、東

ウ 避難可能距離（範囲）の設定 

（ア）歩行速度は 1.0ｍ／秒（高齢者自由歩行

速度、群集歩行速度、地理不案内者歩行速度等）

を目安としますが、歩行困難者、身体障害者、

乳幼児、重病人等については、さらに歩行速度

が低下する（0.5ｍ／秒）こと 、東日本大震災

表記の修正  
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

日本大震災時の津波避難実態調査結果によ

る平均避難速度が 0.62ｍ／秒であったこと

等を考慮する必要があります。 

時の津波避難実態調査結果による平均避難速

度が 0.62ｍ／秒であったこと等を考慮する必

要があります。 

24 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

20 1 エ 避難路、避難経路の想定 

（ウ）（追加）津波の進行方向と同方向へ避難

する道路を指定・設定する。 

エ 避難路、避難経路の想定 

（ウ）原則、津波の進行方向と同方向へ避難す

る道路を指定・設定する。 

表記の修正  

25 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

20 

 

13 

 

オ 避難困難地域の抽出 

（イ）避難困難地域の避難者が避難する場所

を確保するために、津波避難ビル等を指定し

ておく必要があります。(津波避難ビル等の指

定・設定については「（４）指定緊急避難場

所等、避難路等の指定・設定」を参照) 

（追加） 

オ 避難困難地域の抽出 

（イ）避難困難地域の避難者が避難する場所

を確保するために、津波避難ビル等を設定し

ておく必要があります。(津波避難ビル等の指

定・設定については「（４）指定緊急避難場

所等、避難路等の指定・設定」を参照) 

（ウ）徒歩による避難困難地域がある場合は、

自動車等による避難の目標地点や避難経路に

ついて、避難時の道路交通状況等を想定し、

住民を交えて検討しておくことが望まれま

す。 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

  

26 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

21 2 ア 指定緊急避難場所等の指定・設定  

（ア）市町村長は、災害対策基本法及び関係

法令の規定に基づき、（追加）指定緊急避難

所を指定します。 

また、指定に当たっては、災害対策基本法、

関係法令に規定する基準及び「指定緊急避難

場所の指定に関する手引き」（平成 29 年３月 

内閣府（防災担当）） によるほか、以下の点

にも留意します。 

ア 指定緊急避難場所等の指定・設定  

（ア）市町村長は、災害対策基本法及び関係

法令の規定に基づき、居住者等が災害から命

を守るために緊急的に避難する施設又は場所

を指定緊急避難所として指定します。 

また、指定に当たっては、災害対策基本法、

関係法令に規定する基準及び「指定緊急避難

場所の指定に関する手引き」（令和８年１月 

内閣府（防災担当）） によるほか、以下の点

にも留意します。 

R8「指定緊急避難

場所の指定に関

する手引き」の改

定を踏まえた修

正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

27 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

21 19 

  

R8「指定緊急避難

場所の指定に関

する手引き」の改

定を踏まえた修

正 

 

 

28 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

21 ▲1 ア 指定緊急避難場所等の指定・設定 

～（略） 

 なお、機能性の確保にあっては、避難者数

に応じた十分なスペースを確保するととも

に、情報機器（戸別受信機、ラジオ等）を優

先的に整備し、避難者に対して津波観測情報

や被害状況、津波警報等の切り替えや解除等

の情報を適時、的確に伝達することが大切で

す。（追加） 

ア 指定緊急避難場所等の指定・設定 

～（略） 

 なお、機能性の確保にあっては、避難者数

に応じた十分なスペースを確保するととも

に、情報機器（戸別受信機、ラジオ等）を優

先的に整備し、避難者に対して津波観測情報

や被害状況、津波警報等の切り替えや解除等

の情報を適時、的確に伝達することが大切で

す。避難者の救助等の観点から、避難者を把

握することも重要であり、無線機やトランシ

ーバー、衛星電話等の設置や、監視カメラ、

ドローン等の活用などにより、避難者の把握

に努める必要があります。 

R8「指定緊急避難

場所の指定に関

する手引き」の改

定を踏まえた修

正 

 

 

29 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

22 ▲4 イ 津波避難ビルの指定 

市町村長は、避難困難地域の避難者や避難が

遅れた避難者が緊急に避難するために、避難対

象地域内の公共施設又は民間施設を津波避難

ビルに指定します。 

なお、～を参照ください。 

  また、津波避難ビルを新たに指定・整備す

る場合や既に指定されたものを引き続き活

用する場合、「指定緊急避難場所」や津波防

災地域づくりに関する法律に規定する「指定

避難施設」の要件等について参照することが

望ましいです。 

イ 津波避難ビルの設定 

市町村長は、避難困難地域の避難者や避難が

遅れた避難者が緊急に避難するために、避難対

象地域内の公共施設又は民間施設を津波避難

ビルに設定します。 

なお、津波避難ビルの設定については以下の

例規、通知等を参照してください。 

・津波防災地域づくり法第 56 条第１項 

・「津波防災地域づくりに関する法律施行規則」

（平成 23 年国土交通省令第 99 号）第 31 条 

・「指定避難施設の管理及び協定避難施設の管

理協定に関する命令」（平成 23 年内閣府令・国

土交通省令第８号）第１条 

時点修正 

 

表記の修正 

 

R8「指定緊急避難

場所の指定に関

する手引き」の改

定を踏まえた修

正 

 

 

指定緊急避難場

所の機能の目安 

・避難者 １人あたり十分なスペースが確保されていること。  

（最低限１人当たり１㎡以上を確保することが望ましい。）  

・夜間照明及び情報機器（伝達・収集）等を備えていることが望ま  

 しい。  

・一晩程度宿泊できる設備（毛布等）、飲食料等が備蓄されている

ことが望ましい。 

指定緊急避難場

所の機能の目安 

・避難者 １人あたり十分なスペースが確保されていること。  

（最低限１人当たり１㎡以上を確保することが望ましい。）  

・夜間照明及び情報機器（伝達・収集）等を備えていることが望ま  

 しい。  

・熱中症や防寒対策として、テントや飲料水、冷却材、防寒具、非

常食、簡易トイレなどの備蓄品を可能な範囲で備えることや、防

災東屋や防災コンテナなどの施設が整備されていることが望まし

い。 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

・「津波浸水想定を設定する際に想定した津波

に対して安全な構造方法等を定める件」（平成

23 年国土交通省告示第 1318 号）第一及び第二 

・「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計

法等に係る追加的知見について（技術的助言）」

（平成 23 年 11 月 17 日 国土交通省住宅局長） 

・「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」

（令和８年１月 内閣府（防災担当）） 

・「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」（平

成 24 年２月 国土交通省国土技術政策総合研

究所、一般社団法人建築性能規準推進協会、協

力独立行政法人建築研究所） 

・「津波避難ビル等に係る事例集」（平成 29 年

７月 内閣府（防災担当）） 

・「津波避難ビル・津波避難タワー等に関する

今後の対応について（技術的助言）」（令和７

年７月 25 日 内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（調査・企画担当）） 

 また、津波避難ビルを新たに指定・整備する

場合や既に指定されたものを引き続き活用す

る場合、「指定緊急避難場所」や津波防災地域

づくりに関する法律に規定する「指定避難施

設」の要件等について参照することが望まれま

す。 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

30 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

23 1  

 

 

 

 
 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

31 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

23 13 津波避難ビルとしては、マンション、ホテル、

旅館、工場、倉庫等が考えられますが、指定に

あたっては、これらの所有者や管理者の理解が

必要です。地域ぐるみで津波避難計画を策定す

ることにより、こうした施設の所有者等に対

し、地域の一員として地域の安全確保を担う役

割を果たすことを理解していただきながら、数

多くの津波避難ビルを指定することが大切で

す。 

津波浸水予想地域内に高いビルが存在しな

い場合等は、道路等の盛土等により高くなって

いる部分、歩道橋等の利用、（追加）浸水想定

区域内の公園等への人工的な高台（盛土）の設

置、津波避難タワーの整備等を検討する必要が

あります。 

津波避難ビルとしては、マンション、ホテル、

旅館、工場、倉庫等が考えられますが、設定に

あたっては、これらの所有者や管理者の理解が

必要です。地域ぐるみで津波避難計画を策定す

ることにより、こうした施設の所有者等に対

し、地域の一員として地域の安全確保を担う役

割を果たすことを理解していただきながら、数

多くの津波避難ビルを設定することが大切で

す。 

津波浸水予想地域内に高いビルが存在しな

い場合等は、道路等の盛土等により高くなって

いる部分、歩道橋等の利用、津波浸水想定区域

内の公園等への人工的な高台（盛土）の設置、

津波避難タワーの整備等を検討する必要があ

ります。 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

津波避難ビルの

安全性の基準 

・基準水位（せり上がり浸水深）（案）以上の高さに避難上有効な屋

上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階

段その他の経路があること。 

・海岸に直接面していないこと。 

・耐震性を有していること（少なくとも昭和56年の新耐震設計基準に

基づき建築された建物、耐震補強実施済みの建物を指定・設定する

こと。） 

・避難路等に面していることが望ましい。 

・進入口への円滑な誘導が可能であること。 

津波避難ビルの

機能の目安 

・避難者の収容スペースとしては１人当たり１㎡以上の有効面積を確

保しておくことが望ましい。 

・夜間照明や情報機器が備わっていることが望ましい。 

津波避難ビルの

安全性の基準 

・基準水位（せり上がり浸水深）（案）以上の高さに避難上有効な

屋上その他の場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効

な階段その他の経路があること。 

・海岸に直接面していないこと。 

・耐震性を有していること（少なくとも昭和56年の新耐震設計基準

に基づき建築された建物、耐震補強実施済みの建物を設定するこ

と。） 

・津波避難ビルの安全性について参考となる基準の例として、以下

のもの等を参考に設定を検討するものとする。 

津波防災地域づくりに関する法律第56条第１項第１号、第２号及

び津波防災地域づくりに関する法律施行規則第31条第１号に基づ

き定められている基準 

「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」（平成24年２月、国土交

通省国土技術政策総合研究所、一般社団法人建築性能基準推進協

会、協力独立行政法人建築研究所） 

・避難路等に面していることが望ましい。 

・進入口への円滑な誘導が可能であること。 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

～（略） 

また、津波避難ビルの指定に際しては、避難

路等の容量  を踏まえて、津波到達までに避難

できる距離や、津波避難ビルの収容可能人数を

考慮した上で、避難可能な区域の範囲を検討す

ることが望まれます。 

（追加） 

～（略） 

また、津波避難ビルの設定に際しては、避難

路等の容量  を踏まえて、津波到達までに避難

できる距離や、津波避難ビルの収容可能人数を

考慮した上で、避難可能な区域の範囲を検討す

ることが望まれます。 

なお、民間施設を避難場所として活用する場

合においては、空調設備環境の確保や備蓄の提

供など、施設管理者との連携強化に努める必要

があります。 

32 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

23 ▲10 （追加） 【参考】「津波避難ビル・津波避難タワー等に

関する今後の対応について（技術的助言）」（令

和７年７月 25 日 内閣府政策統括官（防災担

当）付参事官（調査・企画担当） 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

＜津波避難ビル・津波避難タワー等の指定・整備が完了するまでの暫定的な対応について＞ 

地震発生から津波がすぐに到達する地域で、高台等の避難場所がないところについて

は、津波避難ビル・津波避難タワー等を整備し、レベル２の津波に対しても避難場所の安全

性を確保する必要があります。 

しかしながら、レベル２対応の津波避難ビル・津波避難タワー等の指定や整備に時間を

要する一方で、レベル２より小さい津波の発生も想定され、少しでも命が助かる確率が高い

建物をなるべく多く確保しておくことが重要です。 

レベル２の津波に対する津波避難ビル・津波避難タワー等の安全性が確保できるまでの

暫定的な措置として、レベル２の津波に対する安全性が十分に確保できていない施設であっ

ても、安全な場所へ避難する時間がない状況での緊急的行動として、少しでも助かる確率が

高いビル等を活用することが考えられます。そのため、指定緊急避難場所としては指定でき

ないものの、できる限りの確保に努める必要があります。 

なお、レベル２の津波に対する安全性が確保できていない施設を使用する場合には、安

全な施設に逃げることが基本であることに加え、あくまでも緊急的な措置であることを地域

住民等に対して周知したうえで使用することとしてください。 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

33 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

24 1 

  

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

34 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

24 ▲14 

  

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

35 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

25 4 エ 避難の方法 

（追加） 

～（略） 

しかし、地域によっては、指定緊急避難場所

や避難目標地点まで避難するには相当な距離

があるなど、避難行動要支援者等の円滑な避難

が非常に困難であり、かつ自動車等を利用した

エ 避難の方法 

・ 道路の損傷や液状化等により自動車等の通

行ができないおそれが高いこと。 

～ 

しかし、地域によっては、指定緊急避難場所

や避難目標地点まで避難するには相当な距離

があるなど、避難行動要支援者等の円滑な避難

情報の追加 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

 

避難路の安全性

の基準 

・山・崖崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少なく、避

難者数等を考慮しながら幅員が広いこと。特に観光客等の多数の避

難者が見込まれる地域にあっては、十分な幅員が確保されているこ

と。  

・橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されてい

ること。 

・防潮堤や胸壁等の避難障害物を回避する対策（例えば階段等の設

置）が図られていること。 

・海岸、河川沿いの道路は、原則として避難路としない。 

・避難路は原則として、津波の進行方向と同方向に避難するように指

定する。（海岸方向にある指定緊急避難場所へ向かっての避難をす

るような避難路の指定は原則として行わない。） 

・避難途中での津波の来襲に対応するために、避難路に面して津波避

難ビルが指定されていることが望ましい。 

・地震による沿道建築物の倒壊、落橋、土砂災害、液状化等の影響に

より避難路が寸断されないよう耐震化対策を実施し、安全性の確保

を図る必要がある。 

・家屋の倒壊、火災の発生、橋梁等の落下等の事態にも対応できるよ

うに、近隣に迂回路を確保できる道路を指定することが望ましい。 

避難路の機能性

の目安 

・円滑な避難ができるよう避難誘導標識や同報無線等が設置されてい

ること。 

・夜間の避難も考慮し、夜間照明等が設置されていること。  

・階段、急な坂道等には手すり等が設置されていることが望ましい。 

避難路の安全性

の基準 

・山・崖崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少なく、避

難者数等を考慮しながら幅員が広いこと。特に観光客等の多数の避

難者が見込まれる地域にあっては、十分な幅員が確保されているこ

と。  

・橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されてい

ること。 

・防潮堤や胸壁等の避難障害物を回避する対策（例えば階段等の設

置）が図られていること。 

・海岸、河川沿いの道路は、原則として避難路としない。 

・避難路は原則として、津波の進行方向と同方向に避難するように指

定する。（海岸方向にある指定緊急避難場所へ向かっての避難をす

るような避難路の指定は原則として行わない。） 

・避難途中での津波の来襲に対応するために、避難路に面して津波避

難ビルが設定されていることが望ましい。 

・地震による沿道建築物の倒壊、落橋、土砂災害、液状化等の影響に

より避難路が寸断されないよう耐震化対策を実施し、安全性の確保

を図る必要がある。 

・家屋の倒壊、火災の発生、橋梁等の落下等の事態にも対応できるよ

うに、近隣に迂回路を確保できる道路を指定することが望ましい。 

避難路の機能性

の目安 

・円滑な避難ができるよう避難誘導標識や同報無線等が設置されてい

ること。 

・夜間の避難も考慮し、夜間照明等が設置されていること。  

・階段、急な坂道等にはスロープ等を設置し段差解消を図るなどバリ

アフリー環境が整備されていることが望ましい。 

避難経路の安全

性の基準 

・山・崖崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少ないこ

と。  

・最短時間で避難路又は避難目標地点に到達できること。 

・複数の迂回路が確保されていること。  

・海岸、河川沿いの道路は、原則として避難経路としない。  

・避難途中での津波の来襲に対応するために、避難経路に面して津波

避難ビルが設置されていることが望ましい。  

・階段、急な坂道等には手すり等が設置されていることが望ましい。 

避難経路の安全

性の基準 

・山・崖崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少ないこ

と。  

・最短時間で避難路又は避難目標地点に到達できること。 

・複数の迂回路が確保されていること。  

・海岸、河川沿いの道路は、原則として避難経路としない。  

・避難途中での津波の来襲に対応するために、避難経路に面して津波

避難ビルが設定されていることが望ましい。  

・階段、急な坂道等にはスロープ等を設置し段差解消を図るなどバリ

アフリー環境が整備されていることが望ましい。 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

場合であっても、渋滞や交通事故等の恐れや徒

歩による避難者の円滑な避難を妨げる恐れが

低い場合などには地域の実情に応じた避難方

法をあらかじめ検討しておく必要があります。 

（追加） 

避難開始が遅れ津波の到達時間が切迫した場

合には、状況によってはあえて屋外へ避難する

よりも、建物の上層階に避難する方が身の安全

を確保できる可能性が高いことも考えられる

ことから、場合によっては各自の状況判断に基

づく臨機応変な対応が必要です。 

 

【参考】中央防災会議防災対策推進検討会議

「津波避難対策検討ワーキンググループ」報告 

（平成 24 年７月） 

～ 

（追加） 

が非常に困難であり、やむを得ず自動車により

避難せざるを得ない場合には、交通渋滞等によ

る逃げ遅れが生じないよう、津波浸水想定の浸

水開始時間も考慮し、地域による自動車利用の

選定や避難経路の確保、駐車スペースの拡充な

ど、地域の実情に応じた避難方法をあらかじめ

検討したうえで、平時から避難訓練を行うなど

住民等の円滑な避難の確保に努めておく必要

があります。 

具体的には、自動車等で避難せざるを得ない

地域や避難行動要支援者等を把握し、渋滞が起

こる可能性の高い道路や交差点等を考慮にい

れながら、住民が主体となって、地区ごとに自

動車での避難経路を検討しておくことが重要

です。（10 地区単位の津波避難計画を参照） 

避難開始が遅れ、津波の到達時間が切迫した

場合には、状況によってはあえて屋外へ避難す

るよりも、建物の上層階に避難する方が身の安

全を確保できる可能性が高いことも考えられ

ることから、場合によっては各自の状況判断に

基づく臨機応変な対応が必要です。 

 

【参考】中央防災会議防災対策推進検討会議

「津波避難対策検討ワーキンググループ」報告 

（平成 24 年７月） 

～ 

【参考】新潟県「令和６年能登半島地震を踏ま

えた防災対策検討会」報告書(令和７年３月) 

 

○津波等避難 

【取組の方向性】 

・ 避難方法については、徒歩避難を原則にし

つつ、車避難を地域や状況に応じて選択する

場合は、地域の人口密度や道路ネットワー

ク、交通容量、人流データ等、様々な要素を

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

参考にして、最適かつ安全な方法を地域ごと

に検討していく。 

・ 確実な住民避難のためには、要支援者、一

時滞在者、季節等の条件も想定した地区単位

での避難計画づくりを進めるとともに、防災

訓練等を行っていく必要があるため、県、市

町村、地区住民、地域の企業や団体等が連携

して取り組んでいく。 

・ 要支援者の避難は、日本海側の津波が短時

間で到達する等の特徴を踏まえ、車の利用等

の適切な支援方法を検討し、個別避難計画の

作成に取り組む。 

 

36 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

26 3 ア 連絡・参集体制 

津波による人的被害を軽減するためには、特

に、大津波警報・津波警報や津波注意報の伝 

達や避難指示（緊急）等の発令を早期に、かつ

正確に行うことが何よりも重要です。 

～（略） 

こうしたことから、勤務時間外に大津波警報・

津波警報や津波注意報が発表された場合、ある

いは強い地震を観測した場合の職員の参集規

定を定め、津波注意報等が解除されるまでの

間、津波の実況や被害状況の把握等ができる体

制を整える必要があります。 

イ 情報受信・伝達体制等 

大津波警報・津波警報や津波注意報を住民等

に伝達することは市町村長の責務であり、各 

市町村においては、こうした大津波警報等の受

信及び伝達、避難指示（緊急）等の発令 

ア 連絡・参集体制 

津波による人的被害を軽減するためには、特

に、大津波警報・津波警報・津波注意報の伝 

達や避難指示（緊急）等の発令を早期に、かつ

正確に行うことが何よりも重要です。 

～（略） 

こうしたことから、勤務時間外に大津波警報・

津波警報・津波注意報が発表された場合、ある

いは強い地震を観測した場合の職員の参集規

定を定め、津波警報等が解除されるまでの間、

津波の実況や被害状況の把握等ができる体制

を整える必要があります。 

イ 情報受信・伝達体制等 

大津波警報・津波警報・津波注意報を住民等

に伝達することは市町村長の責務であり、各 

市町村においては、こうした大津波警報等の受

信及び伝達、避難指示（緊急）等の発令 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

37 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

26 ▲1 （６）避難誘導等に従事する者の安全の確保 

～（略） 

また、避難行動要支援者の避難支援と、避難

誘導等に従事する者の安全確保は、リードタイ

ムが限られている津波災害時においては大き

な問題であり、避難行動要支援者自らも防災対

策を検討するとともに、地域や行政においても

支援のあり方を十分議論する必要があります。 

～（略） 

（追加） 

（６）避難誘導等に従事する者の安全の確保 

～（略） 

また、要配慮者の避難支援と、避難誘導等に

従事する者の安全確保は、リードタイムが限ら

れている津波災害時においては大きな問題で

あり、要配慮者自らも防災対策を検討するとと

もに、地域や行政においても支援のあり方を十

分議論する必要があります。 

～（略） 

近年では、自主防災組織や防災士が、地域で

の避難誘導に協力することがあります。そうい

った、地域で防災活動を行っている住民の方々

に対しても、避難誘導時の安全確保に十分注意

するよう促す必要があります。 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

R５自主防災組織

の手引を踏まえ

た追記 

 

38 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

29 6 ア 津波情報等の収集 

（ア）大津波警報・津波警報、津波注意報の早

期収集 

市町村は、大津波警報・津波警報、津波注意

報の通知を受けたとき、あるいは知ったとき

は、災対法第 56 条に基づき、地域防災計画の定

めるところにより、住民等に対して伝達しなけ

ればなりません。 

ア 津波情報等の収集 

（ア）大津波警報・津波警報、津波注意報の早

期収集 

市町村は、大津波警報・津波警報、津波注意

報の通知を受けたとき、あるいは知ったとき

は、災害対策基本法第 56 条に基づき、地域防災

計画の定めるところにより、住民等に対して伝

達しなければなりません。 

表記の統一  

39 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

29 13 ア 津波情報等の収集 

（イ）津波の実況等の情報収集 

津波の実況の情報を収集することは、救助・救

出活動等の災害応急対策実施又は退避の判断

の基礎となるほか、住民に対する適切な避難誘

導に役立つことが期待されます。 

ア 津波情報等の収集 

（イ）津波の実況等の情報収集 

津波の実況等の情報を収集することは、住民

に対する適切な避難誘導や、救助・救出活動等

の災害応急対策の実施又は退避の判断の基礎

となります。 

表記の修正  

40 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

29 ▲8 イ 津波情報等の伝達           

大津波警報・津波警報、津波注意報や避難指

示（緊急）等の情報を住民等に迅速かつ正確に

伝達するため、次の点に留意し、伝達系統及び

伝達方法を定めます。 

イ 津波情報等の伝達           

大津波警報・津波警報・津波注意報や避難指

示（緊急）等の情報を住民等に迅速かつ正確に

伝達するため、次の点に留意し、伝達系統及び

伝達方法を定めます。 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

41 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

29 ▲2 イ 津波情報等の伝達   

～ 

なお、津波情報等の伝達にあたっては、本指

針によるほか、「避難勧告等に関するガイドラ

イン①（避難行動・情報伝達編）」（平成 29 年

１月 内閣府（防災担当））もご参照ください。 

イ 津波情報等の伝達   

～ 

なお、津波情報等の伝達にあたっては、本指

針によるほか、避難情報に関するガイドライ

ン」（令和３年５月 内閣府（防災担当））も

ご参照ください。 

時点修正  

42 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

30 1 

 

 
 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

 

43 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

31 3 ウ 情報伝達手段の整備    

消防庁「地方公共団体における災害情報等の

伝達のあり方等に係る検討会」報告書 （平成 24

年 12 月）より 

（追加） 

ウ 情報伝達手段の整備    

消防庁「地方公共団体における災害情報等

の伝達のあり方等に係る検討会」報告書  

（平成 24 年 12 月）より 

情報の追加  

（ア）情報伝達にあたって留意するポイント 

何を知らせるか ・大津波警報・津波警報、津波注意報の発表、津波襲来の危険、避

難指示（緊急）等、津波到達予想地域、津波到達予想時間、実施

すべき行動・対策等  

・伝達内容について、あらかじめ想定し雛型を作成  

・大津波警報は、津波の予想高さが３ｍを超える場合に発表される  

・満潮時間  

誰に対して知らせ

るか 

・津波の危険がある地域の住民等か、それ以外の地域を含めた住民

等か  

・避難対象地域の住民等の誰を対象とするか  

（住民、滞在者（観光客、海水浴客、釣り客等）、通過者、漁業

関係者、港湾関係者、船舶、海岸工事関係者等）  

・避難促進施設（社会福祉施設、学校、医療施設、地下街等）の管

理者等 

・指定緊急避難場所等に避難している避難者  

いつ、どのタイミ

ングで知らせるか 

・地震直後（自動放送、職員を介した速やかな放送、地震の発生、

津波の危険、避難指示（緊急）等）  

・津波発生前後（大津波警報・津波警報、津波注意報、津波情報、

被害情報等）  

・津波終息後（大津波警報・津波警報、津波注意報の解除、避難指

示（緊急）等の解除等）  

どのような手段で ・同報無線、半鐘、サイレン、テレビ、ラジオ、電話・ＦＡＸ、登

録制メール、緊急速報メール、有線放送、コミュニティＦＭ、Ｃ

ＡＴＶ、アマチュア無線、インターネット等  

・情報の受け手の立場に立った伝達手段（特に津波避難における避

難行動要支援者）  

 

（ア）情報伝達にあたって留意するポイント 

何を知らせるか ・大津波警報・津波警報、津波注意報の発表、津波襲来の危険、

避難指示（緊急）等、津波到達予想地域、津波到達予想時間、

実施すべき行動・対策等  

・伝達内容について、あらかじめ想定し雛型を作成  

・大津波警報は、津波の予想高さが３ｍを超える場合に発表され

る  

・満潮時間  

誰に対して知ら

せるか 

・津波の危険がある地域の住民等か、それ以外の地域を含めた住

民等か  

・避難対象地域の住民等の誰を対象とするか  

（住民、滞在者（観光客、海水浴客、釣り客等）、通過者、漁

業関係者、港湾関係者、船舶、海岸工事関係者等）  

・避難促進施設（社会福祉施設、学校、医療施設、地下街等）の

管理者等 

・指定緊急避難場所等に避難している避難者  

いつ、どのタイ

ミングで知らせ

るか 

・地震直後（自動放送、職員を介した速やかな放送、地震の発

生、津波の危険、避難指示（緊急）等）  

・津波発生前後（大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情

報、被害情報等）  

・津波終息後（大津波警報・津波警報・津波注意報の解除、避難

指示（緊急）等の解除等）  

どのような手段

で 

・同報無線、半鐘、サイレン、テレビ、ラジオ、電話・ＦＡＸ、

登録制メール、緊急速報メール、有線放送、コミュニティＦ

Ｍ、ＣＡＴＶ、アマチュア無線、インターネット等  

・情報の受け手の立場に立った伝達手段（特に津波避難における

要配慮者）  
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

（他、「災害情報伝達手段の整備等に関する

手引き」（令和７年３月 消防庁防災情報室）

を参照） 

44 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

31 17 （イ）情報伝達手段の具体的な整備内容 

ａ  システムの耐災害性の強化 

～（略） 

また、システムの統合を進めるに当たり、統

合システム化により、広範囲への誤送信や、故

障発生により情報伝達に支障が生じる等のリ

スクが高まるため、一度にすべての運用に支障

が生じないようなシステムの整備、バック立等

が重要となります。 

b  緊急速報メールの活用 

～（略） 

このため、緊急速報メールを災害関連情報の伝

達手段として積極的に活用することが重要で

す。 

（追加） 

c   同報系システムの効果的な組み合わせ 

地域の実情を踏まえ、よりきめ細かで、確実な

情報伝達を行うには、市町村防災行政無線（同

報系）などの同報系システムを効果的に組み合

わせることが重要です。ただし、市町村防災行

政無線（同報系）以外の同報系システムについ

ては、必ずしも防災専用のシステムでないもの

もあるため、耐災害性に特に留意する必要があ

ります。 

d   Ｊアラートによる自動起動 

～（略） 

このため、複数システムへのインターフェー

スを有する統合システムの整備が重要です。 

（イ）情報伝達手段の具体的な整備内容 

ａ  システムの耐災害性の強化 

～（略） 

また、システムの統合を進めるに当たり、

統合システム化により、広範囲への誤送信

や、故障発生により情報伝達に支障が生じる

等のリスクが高まるため、一度にすべての運

用に支障が生じないようなシステムの整備、

バック立等が重要となります。 

b  緊急速報メールの活用 

～（略） 

このため、緊急速報メールを災害関連情報の

伝達手段として積極的に活用することが重要

です。 

 また、緊急速報メールに関しては、字数制

限があるため、あらかじめ定型文を作成する

等、送信する文字情報の分量について配慮す

る必要があります。 

c   同報系システムの効果的な組み合わせ 

地域の実情を踏まえ、よりきめ細かで、確実

な情報伝達を行うには、市町村防災行政無線

（同報系）などの同報系システムを効果的に

組み合わせることが重要です。ただし、市町

村防災行政無線（同報系）以外の同報系シス

テムについては、必ずしも防災専用のシステ

ムでないものもあるため、耐災害性に特に留

意する必要があります。 

d   Ｊアラートによる自動起動 

～（略） 

表記の修正  
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また、緊急速報メールに関しては、字数制限

があるため、あらかじめ定型文を作成する等、

送信する文字情報の分量について配慮する必

要があります。 

このため、複数システムへのインターフェ

ースを有する統合システムの整備が重要で

す。 

また、緊急速報メールに関しては、字数制

限があるため、あらかじめ定型文を作成する

等、送信する文字情報の分量について配慮す

る必要があります。 

また、システムの統合を進めるに当たり、

統合システム化により、広範囲への誤送信

や、故障発生により情報伝達に支障が生じる

等のリスクが高まるため、一度にすべての運

用に支障が生じないようなシステムの整備、

バックアップ等が重要となります。 

45 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

32 5 e   公共情報コモンズ（現Ｌアラート（災害情

報共有システム））の活用 

公共情報コモンズは、各地方公共団体が活用

することにより、テレビ、ラジオ、携帯電話、

インターネット（ポータルサイト）等、多様な

メディアを通じて、住民がいつでも、どこにい

ても、情報を入手できる機会が増えるため、有

効な情報伝達手段です。 

また、Ｊアラートにより配信されている情報

を、公共情報コモンズを通じた情報伝達におい

て活用することも効果的であると考えられま

す。 

e   L アラート（災害情報共有システム）の活

用 

L アラートは、各地方公共団体が活用するこ

とにより、テレビ、ラジオ、携帯電話、インタ

ーネット（ポータルサイト）等、多様なメディ

アを通じて、住民がいつでも、どこにいても、

情報を入手できる機会が増えるため、有効な情

報伝達手段です。 

また、Ｊアラートにより配信されている情報

を、L アラートを通じた情報伝達において活用

することも効果的であると考えられます。 

時点修正  

46 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

32 18 （ウ）情報伝達手段の整備に際し留意すべき事

項 

ａ  各情報伝達手段の特徴を踏まえた総合的

なシステムの整備 

（ａ）以下の「多様な情報伝達手段の特徴」に

示すように、情報の受け手、災害の種別（地

震、津波、風水害等） 、気象条件等によっ

て、効果的な伝達手段が異なってきます。 

各市町村における情報の受け手の属性・

状況等（避難行動要支援者の状況等を含

（ウ）情報伝達手段の整備に際し留意すべき事

項 

ａ  各情報伝達手段の特徴を踏まえた総合的

なシステムの整備 

（ａ）以下の「多様な情報伝達手段の特徴」に

示すように、情報の受け手、災害の種別（地

震、津波、風水害等） 、気象条件等によっ

て、効果的な伝達手段が異なってきます。 

各市町村における情報の受け手の属性・

状況等（要配慮者の状況等を含む。）及び

表記の修正  
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む。）及び各情報伝達手段の伝達範囲（面

的なものも含む。）等の特性を考慮し整備

する必要があります。 

各情報伝達手段の伝達範囲（面的なものも

含む。）等の特性を考慮し整備する必要が

あります。 

47 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

33 1 （ｂ）例えば、聴覚障害者には文字情報（追加）

で情報伝達を行うといった方法で、受け手の属

性を踏まえながら情報伝達手段を整備するこ

とが必要です。 

（ｂ）例えば、聴覚障害者には文字情報や津波

フラッグなど、視覚的な伝達方法を活用した

り、視覚障害者には音声放送や触知可能な案内

標識、外国人には外国語もしくはやさしい日本

語で情報伝達を行うといった方法で、受けての

属性を踏まえながら情報伝達手段を整備する

ことが必要です。 

情報の追加  

48 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

33 ▲9 （ｄ）緊急警報放送については、夜間に津波が

発生した場合等において、特に有効な情報伝達

手段の一つと考えられ、また、防災基本計画に

おいても、「国は放送事業者と連携して、緊急

放送時にテレビ、ラジオが自動的に作動するシ

ステムの普及を図るものとする。」と位置づけ

られているところであります。 

（ｄ）緊急警報放送については、夜間に津波が

発生した場合等において、特に有効な情報伝達

手段の一つと考えられ、また、防災基本計画に

おいても、「国は、放送事業者と協力して、緊

急放送時にテレビ、ラジオが自動的に作動する

システムの普及を図るものとする。」と位置づ

けられているところであります。 

表記の修正  

49 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

34 2 

 

（ｆ）市町村防災行政無線（同報系）以外の情

報伝達手段については、必ずしも防災専用の

システムでないものもあるため、耐災害性に

特に留意する必要があること。 

（ｇ）いずれの情報伝達手段も万全なものでは

なく、長所及び短所を有していることを踏ま

え、情報伝達に関する実際的な運用面にも十

分配慮すること。 

（ｆ）市町村防災行政無線（同報系）以外の情

報伝達手段については、必ずしも防災専用の

システムでないものもあるため、耐災害性に

特に留意する必要があります。 

（ｇ）いずれの情報伝達手段も万全なものでは

なく、長所及び短所を有していることを踏ま

え、情報伝達に関する実際的な運用面にも十

分配慮する必要があります。 

表記の修正  
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50 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

35 7 （８）避難指示（緊急）等の発令 

 

○ 避難指示（緊急）等の発令基準、発令時

期、発令手順、伝達系統、伝達方法を定め

ます。 

（８）避難指示（緊急）等の発令 

 

○ 避難指示（緊急）等の発令基準、発令時期、

発令手順、伝達系統、伝達方法を定めます。 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

51 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

35 10 ア 発令基準 

  市町村長は、必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対して避難指示（緊急）

及び避難勧告を発令する権限を有していま

す（災対法第 60 条）。市町村長が避難指示

（緊急）、避難勧告を発令できるのは、災害

が現に発生している場合のほか、避難の必要

が予想される各種気象警報が発せられたと

き等が考えられます。 

 （追加） 

【参考】内閣府（防災担当）「避難勧告等に関

するガイドライン②（発令基準・防災体制編）」 

（平成 29 年１月） 

～ 

ア 発令基準及び対象区域 

  市町村長は、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対して、避難指示を発令する

権限を有しています（災害対策基本法第 60

条）。 

市町村長が避難指示を発令できるのは、災害が

現に発生している場合のほか、避難の必要が予

想される各種気象警報が発せられたとき等が

考えられます。 

  

なお、津波の浸水範囲は浸水想定の精度に

限界があり、局所的に高くなる場合も想定さ

れることから、避難指示の対象区域は広めに

設定する必要があります。 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

発令基準（例） 対象区域 

１ 大津波警報の発表時 最大クラスの津波により浸水が想定される

地域 

２ 津波警報の発表時 海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いた

め、高さ 3ｍの津波によって浸水が想定さ

れる地域 

３ 津波注意報発表時 漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従

事する者、海水浴客等 を念頭に、海岸堤

防等より海側の地域 

４ 停電、通信途絶等により、津波警報等を

適時に受けることができない状況におい

て、強い揺れを感じた場合、あるいは、揺

れは弱くとも１分程度以上の長い揺れを

感じた場合 

 

津波警報等を適時に受けとることができな

い１～３に該当する地域 
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  また、我が国から遠く離れた場所で発生し

た地震や火山噴火等に伴う津波のように到

達までに相当の時間があるものについては、

気象庁が、津波警報等が発表される前から津

波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関

する情報」の中で発表する場合があります。

市町村は、この「遠地地震に関する情報」の

後に津波警報等が発表される可能性がある

ことを認識し、津波警報等の発表前であって

も、その内容により必要に応じて高齢者等避

難の発令を検討してください。 

【参考】内閣府（防災担当）「避難情報に関す

るガイドライン」（令和３年５月） 

 

【参考】内閣府（防災担当）「避難勧告等に関

するガイドライン②（発令基準・防災体制

編）」（平成 29 年１月） 

～ 

以下、引用部分削除 

 

52 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

38 4 イ  発令時期及び発令手順 

 （追加）大津波警報・津波警報、津波注意報

が発表された場合は、その警報等を認知又は

受信した直後に自動的にあるいは即座に大津

波警報・津波警報、津波注意報が発表された

旨を居住者等に知らせ、避難指示（緊急）等を

発令する必要があります。 

（追加） 

近地津波の場合、避難指示（緊急）等の発令

の遅れは、人的被害の拡大に直結します。 

各市町村においては、特に、勤務時間外に

大津波警報・津波警報、津波注意報が発表さ 

れた場合について、避難指示（緊急）等の発令

の手続きや時期を再検討し、大津波警報・津 

イ  発令時期及び発令手順 

 地震の発生から、３分程度を目途に津波警

報等が発表されます。津波警報等が発表され

た場合は、その発表を認知又は受信した直後

に、自動的にあるいは即座に津波警報等が発

表された旨を居住者等に知らせ、避難指示（緊

急）等を発令する必要があります。 

津波の高さは５つに区分され、各区分の高

い方の数値が発表されます。マグニチュード

８を超えるような巨大地震の場合、精確な地

震の規模をすぐには把握できないため、その

海域における最大級の津波を想定して、大津

波警報や津波警報が発表されますが、このと

き予想される津波の高さは「巨大」、「高い」

という定性的な表現で発表されます。その後、

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

情報の追加 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 
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波警報、津波注意報の発表後速やかに避難指

示（緊急）等を発令できるような体制整備を

図る必要があります。 

津波予報の切り替え（例えば、大津波警報

から津波警報への切り替え、津波警報から津 

波注意報への切り替え）に基づき、避難指示

（緊急）等の発令対象となっている範囲（地

域）を縮小する場合は～（略） 

（追加） 

精確な地震の規模が確定した段階で、予想さ

れる津波の高さが数値で示されます。 

大津波警報・津波警報・津波注意報と津波

の高さの区分 

 

近地津波の場合、避難指示（緊急）等の発令

の遅れは、人的被害の拡大に直結することか

ら、あらかじめ大津波警報・津波警報・津波注

意報による津波高に応じて、避難指示発令対

象区域を適切に設定している自治体もありま

す。 

各市町村においては、特に、勤務時間外に

大津波警報・津波警報・津波注意報が発表さ 

れた場合について、避難指示（緊急）等の発令

の手続きや時期を再検討し、大津波警報・津 

波警報・津波注意報の発表後速やかに避難指

示（緊急）等を発令できるような体制整備を

図る必要があります。 

津波予報の切り替え（例えば、大津波警報

から津波警報への切り替え、津波警報から津 

波注意報への切り替え）に基づき、避難指示

（緊急）等の発令対象となっている範囲（地

域）を縮小する場合は～（略） 

 なお、津波警報等が解除され、災害が発生

する恐れがなくなったにもかかわらず、避難

指示の発令を継続した場合、公共交通機関の

運行再開等に支障を来すおそれがあります。

このため、被害が確認されない場合等におい
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ては、速やかに避難指示を解除することに留

意してください。 

53 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

38 ▲15 ウ 伝達系統、伝達方法 

サイレン音や半鐘音により、大津波警報・

津波警報、津波注意報を正確に伝達するには、

それぞれの音の相違を周知し、避難者が正確

に聞き分けることができる必要があります

が、地震発生の緊急時において、避難者が冷

静に聞き分けることには困難が予想されま

す。 

従って、サイレンや半鐘の利用にあたって

は、サイレン音や半鐘音により注意を喚起し

た上で、同報無線や広報車等により大津波警

報・津波警報、津波注意報の発表、避難指示

（緊急）等の発令を伝達するといった併用等

を考える必要があります。  

また、大津波警報・津波警報発表時の避難指

示（緊急）等の発令内容としては、「大津波警

報・津波警報の発表による津波の危険」、「速

やかな避難」、「避難指示（緊急）等の地域」

等の内容を盛り込み、あらかじめ広報文案を

作成しておく必要があります。 

ウ 伝達系統、伝達方法 

サイレン音や半鐘音により、津波警報等を

正確に伝達するには、それぞれの音の相違を

周知し、避難者が正確に聞き分けることがで

きる必要がありますが、地震発生の緊急時に

おいて、避難者が冷静に聞き分けることには

困難が予想されます。 

従って、サイレンや半鐘の利用にあたって

は、サイレン音や半鐘音により注意を喚起し

た上で同報無線や広報車等により・津波警報

等の発表、避難指示（緊急）等の発令を伝達す

るといった併用等を考える必要があります。  

また、津波警報等発表時の避難指示（緊急）等

の発令内容としては、「津波警報等の発表に

よる津波の危険」、「速やかな避難」、「避難

指示（緊急）等の地域」等の内容を盛り込み、

あらかじめ広報文案を作成しておく必要があ

ります。 

R３避難情報に関

するガイドライ

ンの改訂を踏ま

えた修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 

 

 

54 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

39 1 （９）避難行動要支援者、観光客等の避難対

策  

○ 避難行動要支援者、観光客等の避難対策

を定めます。 

ア  避難行動要支援者の避難対策 

津波避難において避難行動要支援者とな

りうる者 の避難対策を定めるにあたって

は、情報伝達、避難行動の援助及び施設管

理者等の避難対策に留意するとともに、あ

（９）要配慮者、観光客等の避難対策  

○ 要配慮者、観光客等の避難対策を定めま

す。 

ア  要配慮者の避難対策 

津波避難において要配慮者となりうる者 

の避難対策を定めるにあたっては、災害関

連情報の取得能力、避難の必要性や避難方

法等についての判断能力、避難行動に必要

な身体能力の有無を勘案して、避難行動の

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取

組指針の改定を

踏まえた修正 
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らかじめ市町村と地域のコミュニティが一

体となって避難支援体制及び具体的な避難

支援計画を確立することが重要であり、国

が示す「避難行動要支援者の避難行動支援

に関する取組指針」等を参考に取組を進め

る必要があります。 

（追加） 

支援を行う必要があるか等をあらかじめ把

握しておく必要があります。 

また、避難行動要支援者の避難対策を定

めるにあたっては、同居親族等の有無や社

会福祉施設等への入所の有無等も勘案し

て、情報伝達、避難行動の援助及び施設管

理者等の避難対策に留意するとともに、個

別避難計画を作成したうえで、あらかじめ

市町村と地域のコミュニティが一体となっ

て避難支援体制を確立することが重要で

す。 

津波災害においては迅速な避難が必要な

ため、津波浸水想定区域内やその近辺に居

住している避難行動要支援者については、

優先的に個別避難計画の作成に取り組む必

要があります。 

【参考】内閣府（防災担当）「避難行動

要支援者の避難行動支援に関する取組指

針」（令和３年５月改定） 

55 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

39 10 （ア）留意点  

津波避難において避難行動要支援者とな

りうる要因としては、大きく分けて次のこ

とが考えられますが、各々の要因を考慮し

て、次の点に留意しながら避難対策を検討

することが重要です。 

 

 

（ア）留意点  

津波避難において要配慮者となりうる者

への避難対策を行うにあたっては、各々の

特性を考慮して、次の点に留意しながら検

討することが重要です。 

構成の変更  

〈津波避難において避難行動要支援者となりうる者の例〉 

避難行動要支援者となりうる要因 避難行動要支援者の例 

情報伝達面 視聴覚障害者、外国人、子ども等 

行動面 視聴覚障害者、心身障害者、高齢者、病人、乳

幼児等 

〈津波避難において要配慮者となりうる者の例〉 

要配慮者となりうる要因 要配慮者の例 

情報伝達面 視覚障害者、聴覚障害者、外国人、子ども等 

行動面 視覚障害者、聴覚障害者、心身障害者、高齢

者、病人、乳幼児、妊婦等 
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56 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

39 17 ａ 情報伝達 

  同報無線や広報車による伝達の場合、あ

らかじめ平易な言葉で、分かりやすい広報

文案を定めておくことが大切です。また、

大津波警報・津波警報、津波注意報発表の

際のサイレン音、半鐘（追加）等についても

啓発が必要です。 

一方、聴覚障害者や外国人に対しては、

近隣者の支援が有効であり、今後、市町村

としては、自主防災組織等を通じた情報伝

達の必要性を重視し、地域コミュニティ、

福祉関係団体、地元のボランティア等に対

する情報伝達手段の確保を図る必要があり

ます。 

ａ 情報伝達 

同報無線や広報車による伝達の場合、あ

らかじめ平易な言葉で、分かりやすい広報

文案を定めておくことが大切です。また、

大津波警報・津波警報、津波注意報発表の

際のサイレン音、半鐘、津波フラッグ等に

ついても啓発が必要です。 

また、視覚障害者や聴覚障害者、外国人

に対しては、各々の特性に応じて多様な手

段を活用し情報伝達を行いつつ、自主防災

組織等を通じた情報伝達の必要性を重視

し、地域コミュニティ、福祉関係団体、地

元のボランティア等に対する情報伝達手段

の確保を図る必要があります。 

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取

組指針の改定を

踏まえた修正 

 

57 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

39 ▲13 ｂ 避難行動の援助 

 （略） 

避難行動要支援者に対する個々の具体的

な避難行動の援助等については、地域ごと

の津波避難計画において、地域の実情に応

じて各々の地域や家族単位で、あらかじめ

定めておく必要があります。 

ｂ 避難行動の援助 

（略） 

要配慮者に対する個々の具体的な避

難支援等については、地域ごとの津波避

難計画において、地域の実情に応じて

各々の地域や家族単位で、あらかじめ定

めておく必要があります。 

また、避難行動要支援者の個別避難計

画作成にあたっては、地域ごとの津波避

難計画に対応するような避難場所、避難

経路、避難手段（自動車含む）等を記載

することが望まれます。 

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取

組指針の改定を

踏まえた修正 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

表記の修正 

 

58 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

40 1 ｃ 施設管理者等の避難対策 

社会福祉施設、学校、医療施設、地下街

等のうち、円滑かつ迅速な避難を確保する

必要があるものについては、津波に関する

情報、予報又は警報の発表及び伝達に関す

る事項をあらかじめ定めておく必要があり

ます。また、これらの施設の所有者又は管

理者は、同施設の防災体制や利用者の避難

誘導、避難訓練、防災教育等を定めた避難

ｃ 避難確保計画の策定促進 

法第 54 条 1 項第 4 号に基づき市町村地

域防災計画に定められた津波災害警戒区域

内の避難促進施設の所有者又は管理者は、

避難確保計画を作成し、市町村長に報告す

るとともに、公表することが義務付けられ

ています。（法第 71 条第１項）また、避難

促進施設において避難確保計画に基づく避

情報の追加 

表現の修正 
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確保計画を策定する必要があり、市町村は

助言等を通じて必要な支援を行うことが重

要です。 

難訓練を実施し、その旨を市町村長に報告

する必要があります（法第 71 条第 2 項）。 

このため、市町村は、避難促進施設の管

理者等に対し、施設における訓練や防災教

育等に関する助言等を通じた必要な支援を

行うことが重要です。 

59 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

40 15 イ 観光客等の避難対策 

（ア） 情報伝達 

～（略） 

また、屋外にいる者に対しては、同報無線

の屋外拡声器、サイレン、旗、電光掲示板等に

より伝達するとともに、 

イ 観光客等の避難対策 

（ア） 情報伝達 

～（略） 

また、屋外にいる者に対しては、同報無線

の屋外拡声器、サイレン、津波フラッグ、電光

掲示板等により伝達するとともに、 

表現の修正  

60 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

40 22 （イ）施設管理者等の避難対策  

海岸沿いの観光施設、宿泊施設にあっては、

原則として観光客等を指定緊急避難場所へ避

難させる必要があります。しかし、避難が間

に合わないような場合は、耐震性のあるＲＣ

構造等であれば、基準水位（せり上がり浸水

深）（案） 以上の高さの室内や屋上等に避難

誘導した方が安全な場合もあります。また、

逃げ遅れた避難者が施設内に避難してくるこ

とも考えられます。 

（イ）施設管理者等の避難対策  

海岸沿いの観光施設、宿泊施設にあっては、

原則として観光客等を指定緊急避難場所へ避

難させる必要があります。しかし、避難が間

に合わないような場合は、耐震性のあるＲＣ

構造等であれば、基準水位（せり上がり浸水

深）（案） 以上の高さの階層や屋上等に避難

誘導した方が安全な場合もあります。また、

逃げ遅れた避難者が施設内に避難してくるこ

とも考えられます。 

表記の修正  

61 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

40 ▲12 （ウ）自らの命を守るための準備  

津波注意報の場合、津波の高いところで

１ｍ程度が予想されますが、海水浴客や釣

り客等は海岸からの避難が必要です。 

（ウ）自らの命を守るための準備 

   津波注意報が発表された場合、高いと

ころで１ｍ程度の津波が予想されるた

め、海水浴客や釣り客等は海岸からの避

難が必要です。 

表現の修正  

62 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

40 ▲6 （エ）指定緊急避難場所の確保、看板・誘導標

識の設置  

観光客等（観光客、外国人、海岸・港湾工

事現場での就労者など）の地理不案内で津波

の認識が低い外来者に対しては、海抜・津波

浸水想定区域（追加）・具体的な津波襲来時

間や高さの表示、避難方向（誘導）や指定緊

（エ）指定緊急避難場所の確保、看板・誘導標

識の設置  

観光客等（観光客、外国人、海岸・港湾工

事現場での就労者など）の地理不案内で津

波の認識が低い外来者に対しては、海抜・津

波浸水想定区域（津波災害警戒区域）・具体

的な津波襲来時間や高さの表示、避難方向

情報の追加 

表現の修正 
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急避難場所等を示した案内看板等の設置が

必要です。 

なお、指定緊急避難場所等については、可

能な範囲でＪＩＳ・ＩＳＯ化された津波に関

する統一標識の図記号を用いることとしま

す。  

また、逃げ遅れた避難者が避難する高台の

設置、近隣の宿泊施設等の津波避難ビル指

定・設定及びその表示等も必要です。 

（誘導）や指定緊急避難場所等を示した案

内看板等の設置が必要です。 

なお、逃げ遅れた避難者が避難する高台

の設置、近隣の宿泊施設等の津波避難ビル

設定及びその表示等も必要です。 

また、指定緊急避難場所等については、可

能な範囲でＪＩＳ・ＩＳＯ化された津波に

関する統一標識の図記号を用いることとし

ます。 

63 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

41 8 （10）平常時の津波防災教育・啓発  

○ 住民等の防災意識向上を図るための

教育・啓発活動について定めます。 

  津波発生時に円滑な避難を実施するた

めに、津波の恐ろしさや海岸付近の地域

の津波の危険性、津波避難計画等につい

て、次の手段、内容、啓発の場を組み合

わせながら、地域の実情に応じた教育、

啓発を継続的かつ計画的に実施します。  

津波防災教育・啓発において最も大切

なことは、住民等に対して自らの命は自

らが守るという観点に立って、強い揺れ

や弱くても長い揺れがあった場合には津

波の発生を想起し、大津波警報等の情報

を待たずに自らできうる限り迅速に高い

場所への避難を開始することとし、率先

して避難行動を取ることを徹底させるこ

とです。 

（追加） 

また、地震による揺れを感じにくい場

合には、大津波警報等による避難行動の

喚起が重要であり、大津波警報を見聞き

したら速やかに避難することも併せて徹

底するとともに、標高の低い場所や沿岸

部にいる場合など、自らの置かれた状況

によっては、津波警報でも避難する必要

（10）平常時の津波防災教育・啓発  

○ 住民等の防災意識向上を図るための

教育・啓発活動について定めます。 

  津波発生時に円滑な避難を実施するた

めに、津波の恐ろしさや海岸付近の地域

の津波の危険性、津波避難計画等につい

て、次の手段、内容、啓発の場を組み合

わせながら、地域の実情に応じた教育、

啓発を継続的かつ計画的に実施します。  

津波防災教育・啓発において最も大切

なことは、住民等に対して自らの命は自

らが守るという観点に立って、強い揺れ

や弱くても長い揺れがあった場合には津

波の発生を想起し、大津波警報等の情報

を待たずに自らできうる限り迅速に高い

場所への避難を開始することとし、率先

して避難行動を取ることを徹底させるこ

とです。 

その前提として、日本海側の津波が短

時間で到達するなどの津波の特徴や、津

波浸水想定等のハザード情報、避難場

所・避難経路・避難手段など、避難行動

を行うために自らが事前に想定しておく

べきことについて、住民への周知・啓発

を図ることが重要です。 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

構成の修正 

 

国の「市町村にお

ける津波避難計

画策定指針」の改

定を踏まえた修

正 
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があることも周知する必要があります 。

さらに、海水浴等により海岸保全施設等

よりも海側にいる人は、津波注意報でも

避難する必要があることを周知する必要

があります。 

また、地震発生直後は、積極的に津波

情報を聞くようにすることについて日頃

から周知する必要があります。 

津波災害時においては、住民が率先避

難することが基本であり、消防団員等の

避難誘導等に従事する者の安全確保も非

常に重要なことであるため、避難のリー

ダーとして住民と一緒になって率先避難

することが望まれます。そのことについ

ては事前に住民と話し合って理解を求め

ておく必要があります。 

なお、市町村等は、海岸保全施設等の

整備状況、最大クラスの津波に対する指

定緊急避難場所等の安全性などについ

て、住民等に周知する必要があります。 

津波避難において、住民等が是非とも

認識しておく必要がある「津波に対する

心得」は次のとおりです。 

 

 

特に、津波災害時の避難行動について

住民自ら考えることが重要であり、市町

村は、住民が津波避難行動について考え

る後押しを行っていく必要があります。 

具体的には、津波ハザードマップの作

成・周知等に留まらず、自主防災組織等

による地区ごとの津波避難計画の作成や

津波避難訓練の支援を行うことなどが考

えられます。 

また、家庭内で家族の安否確認方法を

共有するとともに、地震発生後、速やか

に避難できるように建物の耐震化、家具

の耐震固定などの地震対策について啓発

することが重要です。 

また、地震による揺れを感じにくい場

合には、大津波警報等による避難行動の

喚起が重要であり、大津波警報を見聞き

したら速やかに避難することも併せて徹

底するとともに、標高の低い場所や沿岸

部にいる場合など、自らの置かれた状況

によっては、津波警報でも避難する必要

があることも周知する必要があります 。

さらに、海水浴等により海岸保全施設等

よりも海側にいる人は、津波注意報でも

避難する必要があることを周知する必要

があります。 

また、地震発生直後は、積極的に津波

情報を聞くようにすることについて日頃

から周知する必要があります。 

津波災害時においては、住民が率先避

難することが基本であり、消防団員等の

避難誘導等に従事する者の安全確保も非

常に重要なことであるため、避難のリー

ダーとして住民と一緒になって率先避難

することが望まれます。そのことについ
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ては事前に住民と話し合って理解を求め

ておく必要があります。 

なお、市町村等は、海岸保全施設等の

整備状況、最大クラスの津波に対する指

定緊急避難場所等の安全性などについ

て、住民等に周知する必要があります。 

津波避難において、住民等が認識して

おくべき「津波に対する心得」は次のと

おりです。 

 

64 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

42 10 また、家庭内で家族の安否確認方法を共有す

るとともに、地震発生後、速やかに避難できる

ように建物の耐震化、家具の耐震固定などの地

震対策について啓発することが重要です。この

津波に対する心得を絶えず住民等の心に止め

ておくためには、様々な機会に、多様な手段に

より、津波防災に関する教育、啓発を実施する

ことが大切です。このため、次の手段、内容、

啓発の場等を組み合わせながら、各地域の実情

（津波災害歴の有無、海岸付近の土地利用、地

域コミュニティの成熟度、社会環境の変化等）

に応じて、教育、啓発を実施します。 

 

ア 津波防災教育・啓発の手段、方法 

津波防災に関する教育・啓発の実施にあたっ

ては、次の手段、内容、啓発の場等を組み合わ

せながら、それぞれの地域の津波災害歴の有

無、海岸付近の土地利用、地域コミュニティの

活動状況、社会環境の変化等に応じて、地域や

学校等の様々な場面を活用し、教育・啓発を実

施します。 

 

ア 津波防災教育・啓発の手段、方法 

（ア）マスメディアの活用・・テレビ、ラジオ、

新聞等 

（イ）印刷物、ＤＶＤ・・・・パンフレット、

広報誌、ＤＶＤ等 

  

〈津波に対する心得〉 

１ 強い地震（震度４程度以上）の揺れ又は弱い地震でも長い間ゆっくりとした揺れ

を感じたときは、直ちに海浜や河川から離れ、急いでできるだけ高い所に避難す

る。  

２ 地震を感じなくても、大津波警報・津波警報・津波注意報が発表されたときは、

直ちに海浜や河川から離れ、急いでできるだけ高い所に避難する。   

３ 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車、防災アプリ等を通じて入手する。  

４ 津波注意報でも海の近くから離れる。  

５ 津波は繰り返し襲ってくるので、大津波警報・津波警報・津波注意報が解除され

るまでは気をゆるめない。  
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（ア）マスメディアの活用・・テレビ、ラジオ、

新聞等 

（イ）印刷物、ＤＶＤ・・・・パンフレット、

広報誌、ＤＶＤ等 

（ウ）インターネット・・・・ホームページ、

ＳＮＳ、ツイッター 

（エ）津波啓発施設・・・・・津波防災センタ

ー、津波資料館等 

（オ）（追加）モニュメント等・・・・津波記

念碑、海抜・予想される津波の襲来時間や高さ・

津波浸水想定区域の表示等 

（カ）学習、体験・・・・・・ワークショップ

の開催、防災タウンウォッチング、防災マップ

づくり、防災教育プログラム等 

（ウ）インターネット・・・・ホームページ、

ＳＮＳ等、ツイッター 

（エ）津波啓発施設・・・・・津波防災センタ

ー、津波資料館等 

（オ）案内板、モニュメント等・・・・津波記

念碑、海抜・予想される津波の襲来時間や高さ・

津波浸水想定区域の表示等 

（カ）学習、体験・・・・・・ワークショップ

の開催、防災タウンウォッチング、防災マップ

づくり、防災教育プログラム等 
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65 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

42 ▲13 

 
 

時点修正  

66 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

43 12 イ 津波防災教育・啓発の内容 

（イ）津波の発生メカニズム・・津波発生メカ

ニズム 、速さ、高さ、継続時間等の基礎知識 

（エ）津波避難計画の内容・・・大津波警報・

津波警報、津波注意報、津波情報の伝達、避難

指示（緊急）等、指定緊急避難場所、避難路等 

 

イ 津波防災教育・啓発の内容 

（イ）津波の発生メカニズム・・津波の発生や

伝播の仕組み、速さ、高さ、継続時間等の基礎

知識 

（エ）津波避難計画の内容・・・大津波警報・

津波警報・津波注意報、津波情報の伝達、避難

指示（緊急）等、指定緊急避難場所、避難路、

避難手段等 

 

表現の修正 

 

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取

組指針の改定を

踏まえた修正 

 

【参考】ホームページ・ＤＶＤ 

■防災情報（内閣府）  

http://www.bousai.go.jp/index.html 

■津波防災のために（国土交通省）  

http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/index.html  

■ハザードマップポータルサイト（国土交通省）  

http://disapotal.gsi.go.jp/  

■津波警報の発表基準等と情報文のあり方に関する提言について（気象庁）  

http://www.jma.go.jp/jma/press/1202/07a/tsunami_keihou_teigen.html  

■津波防災啓発ビデオ「津波からにげる」（気象庁）  

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd/index.html  

■津波防災啓発ビデオ「津波に備える」（気象庁）

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd_sonaeru/index.html  

 

■地震調査研究推進本部（文部科学省）  

http://www.jishin.go.jp/main/index.html  

■津波災害への備え（消防庁）  

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/tsunamisaigai/index.html  

■津波から生き延びるために－知る・行動する－（消防庁）  

http://www.fdma.go.jp/html/life/sinsai_taisaku/sinsai22_pv.html  

■津波避難に係る啓発ＤＶＤ  

「あなたの街からはじめよう！～地域で取り組む津波避難対策～」（消防庁）  

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/tsunami_hinan_movie/ 

■避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）                     

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h28_hinankankoku_guideline/index.html                  

【参考】関連ホームページ（URL） 

■防災情報（内閣府）  

https://www.bousai.go.jp/index.html 

■津波防災のために（国土交通省）  

https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/index.html  

■ハザードマップポータルサイト（国土交通省）  

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

■津波警報の発表基準等と情報文のあり方に関する提言について（気象庁）  

https://www.jma.go.jp/jma/press/1202/07a/tsunami_keihou_teigen.html 

■津波防災啓発ビデオ「津波からにげる」（気象庁）  

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd/index.html 

■津波防災啓発ビデオ「津波に備える」（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd_sonaeru/index.html 

■地震調査研究推進本部（文部科学省）  

https://www.jishin.go.jp/ 

■津波災害への備え（消防庁）  

https://www.fdma.go.jp/publication/movie/post-1.html 

■津波から生き延びるために－知る・行動する－（消防庁）  

https://www.fdma.go.jp/publication/database/database005.html 

■津波避難に係る啓発映像 

「あなたの街からはじめよう！～地域で取り組む津波避難対策～」（消防庁）  

https://www.fdma.go.jp/publication/movie/post-2.html 

■避難情報に関するガイドライン（内閣府） 

https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/                  
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67 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

44 13 ア 避難訓練の実施体制、参加者 

（イ）参加者 

住民のみならず、観光客、釣り客、海水浴

客等の外来者、漁業・港湾関係者、海岸等工

事関係者等の幅広い参加を促すとともに、避

難行動要支援者や観光客等の避難誘導等の

実践的な訓練が可能となるように参加者を

検討します。 

ア 避難訓練の実施体制、参加者 

（イ）参加者 

住民のみならず、観光客、釣り客、海水浴

客等の外来者、漁業・港湾関係者、海岸等工

事関係者等の幅広い参加を促すとともに、要

配慮者や観光客等の避難誘導等の実践的な

訓練が可能となるように参加者を検討しま

す。 

避難行動要支援

者とすると対象

が要配慮者の一

部となるため。 

 

68 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

44 17 イ 訓練の内容 

（イ）津波避難訓練 

避難計画において設定した避難経路や避

難路を実際に避難することにより、ルートや

避難標識の確認、避難の際の危険性、避難に

要する時間、避難誘導方法等を把握しておき

ます。 

歩行困難な者にとっては、最短距離のルー

トが最短時間のルートとは限りません。場合

によっては民有地等を避難する必要があり、

地域社会の中で理解を得ておく必要があり

ます。また、夜間訓練等の実施により街灯等

の確認も必要です。なお、実際の指定緊急避

難場所への訓練が望まれますが、事情により

実際とは異なる場所への避難訓練を行う場

合には、本来の指定緊急避難場所の周知を十

分に行う必要があります。また、（津波以外

の災害を想定した）海岸の近くにある指定避

難所が津波災害の場合には被災することが

考えられるため、より安全な指定緊急避難場

所を目指す必要があることについて周知を

図る必要があります（「指定緊急避難場所」

と「指定避難所」の峻別）。 

（追加） 

イ 訓練の内容等 

（イ）津波避難訓練 

津波避難計画において設定した避難経路

や避難路に沿って実際に避難することによ

り、ルートや避難標識の確認、避難の際の危

険性、避難に要する時間、避難誘導方法等を

把握します。 

歩行困難な者にとっては、最短距離のルー

トが最短時間のルートとは限りません。場合

によっては民有地等を経由して避難する必

要があり、地域社会の中で理解を得ておく必

要があります。また、夜間訓練等の実施によ

り街灯等の確認も必要です。 

避難訓練にあたっては、実際の指定緊急避

難場所への避難が望まれますが、事情により

実際とは異なる場所へ避難する場合は、本来

の指定緊急避難場所の周知を十分に行う必

要があります。 

加えて、海岸の近くにある指定避難所が、

津波災害の場合に被災することも考えられ

るため、より安全な指定緊急避難場所を目指

す必要があることについて周知を図る必要

があります（「指定緊急避難場所」と「指定

避難所」の峻別）。 

避難行動要支援者については、個別避難計

画を踏まえた避難訓練を行い、自動車等によ

る避難の検討も含め、実効性を高めるととも

R３避難行動要支

援者の避難行動

支援に関する取

組指針の改定を

踏まえた修正 

 

県検討会を 

踏まえた修正 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

R7「指定緊急避難

場所の指定に関

する手引き」の見

直しを踏まえた

修正 
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に、同じ地区内の近隣住民に避難行動要支援

者の支援を経験してもらうことにより、地域

における支援者の輪を広げる取組も大切で

す。 

避難行動要支援者の避難も含め、自動車等

による避難を検討する場合、少なくとも年１

回は、訓練により避難経路の道路状況や交通

容量等を検証し、地域による自動車利用の選

定や、避難経路の確保、駐車スペースの拡充

など、住民等の円滑な避難確保のため、更な

る取組を進めていくことが重要です。 

69 ９ 津波避難

計画に掲載す

る内容 

45 ▲7 （ウ）津波防災施設操作訓練 

ａ 誰が、何時、どの様な手順で閉鎖操作等を

実施するのか。  

ｂ 津波予想到達時間内に操作完了が可能か。 

ｃ 地震動等により操作不能となった場合の

対応はどうするのか。 

等、現実に起こりうる想定の中で訓練を実施

する。その場合、津波到達時間が短い場合には、

退避を優先することなど、操作者の安全確保に

特に留意する必要があります。 

（ウ）津波防災施設操作訓練 

ａ 誰が、いつ、どの様な手順で閉鎖操作等を

実施するのか。  

ｂ 津波予想到達時間内に操作完了が可能か。 

ｃ 地震動等により操作不能となった場合の

対応はどうするのか。 

等、現実に起こりうる想定の中で訓練を実施

します。その場合、津波到達時間が短い場合に

は、退避を優先することなど、操作者の安全確

保に特に留意する必要があります。 

表記の修正  

70 【新設】 

10 地区単位

の津波避難計

画 

45  10 地区単位の津波避難計画 

   津波避難の在り方は地域の状況によって異なることから、より具体的かつ実効性のある

計画とするためには、地形や避難経路上の構造物、避難において配慮が必要な住民等とい

った地域の情報を最も把握している住民の意見を取り入れ、地域の実情に合わせて作り上

げていく必要があります。 

   住民意見を取り入れるためには、自主防災組織や町内会等の単位で、住民が主体となっ

て行う「地区防災計画」の策定を支援し、その成果を反映させるという方法があります

が、市町村の支援や指導なしには円滑に計画策定が進まない可能性があることから、必要

な情報、知識等の提供とともに、検討段階からのワークショップへの参加を呼びかけるな

ど、住民参加を促すことが重要です。 

県検討会を 

踏まえた追加 

(①地震・津波 

等避難対策) 

 

県内事例を踏ま

えた追加 
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（１）ワークショップによる地区単位の津波避難計画の策定 

   様々な防災計画づくりや地域における防災訓練の企画・実施の際に、双方向性の参加体

験型グループ学習であるワークショップを開催し、計画を作り上げていく手法がとられる

ことがあります。 

   ワークショップの形式としては、市町村が主催し、地域の代表者や防災関係者を集めて

開催するものや、自主防災組織や町内会等が主体となり、地域住民が集まって開催するも

の等が考えられます。 

   こうしたワークショップによって計画を作成することで、参加した住民の防災意識が高

まり、さらにそうした住民が地域に持ち帰り、地域のリーダーとしてそれぞれの地域の防

災力向上の役割を担うことが期待できます。 

   また、ワークショップにおいて学識経験者等にも参加してもらい、自動車等で避難せざ

るを得ない地域や避難行動要支援者等について議論し、地区ごとに渋滞が起こる可能性の

高い道路や交差点等を考慮にいれながら避難経路を検討することで、実効性のある津波避

難計画の策定を目指すことが可能です。 

   なお、地区ごとの津波避難計画を策定する主体は、その地域の住民等になりますが、自

主防災組織等が成熟していない地域にあっては、住民等が単独で計画を策定することは困

難であることから、当面は市町村が主体となって、地区単位の津波避難計画を策定するモ

デル地域を選定し、モデル地域における成果を全域に広めていくといった段階的な取組が

有効です。 

   もしくは、市町村で地区ごとの避難経路や避難手段等を検討した津波避難計画を作成

し、それを住民等に示したうえでワークショップを開催し、住民等に地区ごとの津波避難

計画を検討してもらう方法も考えられます。 

 

（２）ワークショップの構成 

   ワークショップのメンバーは、地域住民、市町村職員、消防職員・団員等を中心に構成

し、必要に応じて学識経験者等に監修していただくことが考えられます。なお、性別や年
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齢、障害等により災害から受ける影響やニーズが異なることを踏まえ、多様な特性の人々

に参画していただくことが重要です。 

   地域住民等の代表を選出するにあたっては、住民のみならず地域の学校、民間企業、漁

業・港湾関係者、NPO等の参加も得られるように、公募等により幅広いメンバーを募ること

が大切です。 

 

（３）ワークショップの流れ 

  ア 知識を得る 

    地域の住民が、自身が住む地域の特徴や浸水・津波の危険性について学習する場（セ

ミナーや勉強会等）を設けます。 

  イ 実際に考える 

    市町村が作成した津波ハザードマップや津波避難計画をもとに、地震・津波が発生し

た状況を想像しながら、机上検討や実際の地域を歩くことなどにより、避難行動を考え

ます。各自の意見や発見等を集約し、津波ハザードマップの内容を充実させ、津波から

の避難行動の計画図などを作成します。また、この計画図などをワークショップに参加

していない住民にも周知し、地域全体で共有します。 

  ウ 訓練で試す 

    地域で津波避難訓練を行い、自宅から避難場所や浸水想定区域外までの避難路等をあ

らためて確認します。その際には、非常持出袋を携行するなど実際に近い状況を作りだ

すとともに、避難経路上に避難行動要支援者が住んでる場合は、避難の手助けをするこ

とも想定し、そうした状況で避難完了できるかどうか実際の行動により検証します。 

    また、机上検討等で自動車等でないと避難困難と想定される人がいた場合、地域の交

通状況などを考慮したうえで、自動車避難に対応した避難経路、避難場所等を検討し、

津波到達時間前に避難が可能か検証します。 

  エ 改善する 

    訓練の結果、あらためて課題・問題点などを持ち寄り、より良い避難行動をとるには

どうしたらよいかを検証し、改善を行います。また、地域の土地の利用状況や交通状況
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 参考 

は日々変化していくため、定期的に避難行動の計画を見直していくことが必要です。 

    また、避難行動要支援者においては、個別避難計画の見直しを合わせて行うことが望

まれます。 

 

（４）ワークショップの成果の展開 

  ワークショップによって作成された地区単位の津波避難計画を、ワークショップに参加

していない住民等にも周知し、地域全体で共有するとともに、そのノウハウを他の地域に

も展開し、避難対象地域全体で住民主体の避難計画が作られるよう、普及させていくこと

が必要です。 

 

（５）継続的な取組と不断の見直し 

   地区単位の津波避難計画については、市町村の津波避難計画と同様に、策定後の訓練な

どにより明らかになった課題や、個別避難計画の作成など、新たに講じた津波防災対策及

び社会条件等の変化に応じて、継続的な見直しを行うことが必要です。 
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71    （６）県内外の事例 
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72    
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73    
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74    
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75    
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76    

 

  



50 

 

77 【新設】 

11 津波避難

計画の自己評

価（評価チェ

ックリスト） 

     11 津波避難計画の自己評価（評価チェックリスト） 

１ 津波浸水想定区域の確認 チェック 

（１）津波浸水想定区域の確

認 

津波ハザードマップを作成しているか  

 

２ 避難対象地域の設定 チェック 

（１）被害の予測 津波の遡上により住民等の生命・財産等に被害が

発生することが予想されるか 

 

（２）避難対象地域の設定 津波浸水想定区域や津波災害警戒区域を踏まえて

指定しているか 

 

（３）住民等の理解 避難対象地域の設定にあたり、住民等の理解は得

られているか 

 

３ 避難困難地域の検討 チェック 

（１）津波到達予想時間の設

定 

津波浸水想定等に基づき、津波の到達予想時間を

設定しているか 

 

（２）避難目標地点の設定 津波浸水想定区域外に最短コースで到達できる避

難目標地点を設定しているか 

 

指定緊急避難場所や指定避難所までの経路が確保

されているか 

 

（３）避難可能距離（範囲）

の設定 

津波到達予想時間、歩行速度、避難開始時間を勘

案して設定しているか 

 

（４）避難路、避難経路の想

定 

避難目標地点へ最も短時間かつ安全に到達できる

避難路、避難経路となっているか 

 

（５）避難困難地域の抽出 避難可能距離（範囲）から外れる津波浸水想定区

域を避難困難地域として抽出しているか 

 

（６）訓練等による検証 訓練等により、津波到達予想時間内に避難が可能

か否かの検証を行っているか 

 

４ 指定緊急避難場所及び避難経路等の指定・設定 チェック 

（１）指定緊急避難場所等の

指定 

指定要件は満たしているか  

 

機能性は確保されているか  

 

（２）津波避難ビルの設定 安全性及び機能性は確保されているか  

 

（３）避難路、避難経路の指

定・設定 

安全性及び機能性は確保されているか  

（４）避難方法の検討 徒歩による避難が可能か  

 

徒歩以外の方法による避難が検討されているか  
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78       ５ 初動体制の確立 チェック 

（１）参集基準の設定 職員が自動参集する基準が定められているか  

 

（２）参集連絡手段 職員への参集連絡手段の多重化が図られているか  

 

（３）情報受信・伝達体制等 夜間・休日等の勤務時間外における体制が確保さ

れているか 

 

６ 避難誘導等に従事する者の安全確保 チェック 

（１）退避ルールの確立 津波到達予想時刻を踏まえた退避ルールを確立し

ているか 

 

（２）情報伝達手段 無線等の情報伝達手段を備えているか  

 

（３）意識の啓発 自らの命を守ることを原則に、退避を優先する必

要がある場合には、住民と率先して避難するよう

教育しているか 

 

７ 津波情報等の収集・伝達 チェック 

（１）津波情報の収集 津波警報等の受信体制は確保されているか（特に

勤務時間外） 

 

津波警報等の受信手段、経路等を職員が認識して

いるか 

 

（２）津波の実況等の情報収

集 

職員による監視体制及び安全性は確保されている

か 

 

職員の津波観測機器の操作習熟、観測データの意

味等の理解が十分か 

 

津波観測・監視結果の活用方法が決まっているか  

 

（３）津波情報等の伝達 伝達系統（何を、いつ、誰に）及び伝達手段（ど

のように）が決められているか 

 

夜間・休日等の勤務時間外の伝達体制は確保され

ているか 

 

同報無線等による伝達は十分行き届いているか  

 

伝達手段の多様化が図られているか  

 

海水浴客、釣り客、観光客等への伝達手段は確保

されているか 

 

８ 避難指示等の発令 チェック 

（１）発令基準及び対象区域 発表される津波警報等ごとに、発令対象区域を定

めているか 
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79       （２）発令時期及び発令手順 津波警報等発表後、速やかに発令できる体制とな

っているか 

 

（３）伝達系統、伝達方法 伝達系統（何を、いつ、誰に）及び伝達手段（ど

のように）が決められているか 

 

発令文案等は作成されているか  

 

夜間・休日等の勤務時間外の伝達体制は確保され

ているか 

 

同報無線等による伝達は十分行き届いているか  

 

伝達手段の多様化が図られているか  

 

海水浴客、釣り客、観光客等への伝達手段は確保

されているか 

 

９ 要配慮者、観光客等の避難対策 チェック 

（１）要配慮者の避難対策 避難行動要支援者名簿は作成・更新されているか  

 

個別避難計画は作成・更新されているか  

 

多様な手段、言語による伝達手段を確保している

か 

 

 

自動車等による避難の必要性について検討してい

るか 

 

避難促進施設における避難確保計画の作成状況を

把握し、施設の取組を支援しているか 

 

（２）観光客等の避難対策 多様な手段、言語による伝達手段を確保している

か 

 

 

観光施設、宿泊施設等の管理者との協力体制は確

保されているか 

 

指定緊急避難場所を示した看板や、避難誘導標識

の設置は十分か 

 

看板、パンフレット、ネット等による啓発は十分

おこなわれているか 

 

１０ 平常時の津波防災教育・啓発 チェック 

（１）教育・啓発の手段 多様な手段により実施しているか  

 

（２）教育・啓発の内容 パンフレット等の内容の充実を図っているか  
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80    

 

   

津波ハザードマップ、津波避難計画等を公表して

いるか 

 

 

（３）教育・啓発の場 地域社会や事業所等で教育・啓発活動が実施され

ているか 

 

教育・啓発の拠点となる施設や人材の確保がなさ

れているか 

 

１１ 津波避難訓練 チェック 

（１）実施回数 毎年実施しているか  

 

（２）実施体制 地域ぐるみの実施体制が確保されているか  

 

（３）参加者 住民のみならず、観光客や事業者等、幅広く参加

を促しているか 

 

社会福祉施設、学校、医療施設等の参加を得てい

るか 

 

（４）訓練結果の検証 訓練結果の検証を行っているか  

 

検証結果が津波避難計画へ反映される仕組みとな

っているか 

 

（５）訓練内容の工夫 夜間訓練、津波防災施設の操作等訓練の工夫、見

直しを行っているか 

 

避難行動要支援者の避難訓練をおこなっているか  

 

自動車等による避難手段の検証を行っているか  

 

１２ 地区単位の津波避難計画 チェック 

（１）作成支援 住民による地区単位の津波避難計画の作成に対す

る支援を行っているか 

 

（２）情報の共有 作成された地区単位の津波避難計画やその作成過

程について、他地域等へ展開しているか 
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81 【新設】 

＜＜参考資料

＞＞ 

  ＜＜参考資料＞＞ 

・「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」（令和８年１月）内閣府（防災担当） 

・「津波避難ビル等に係る事例集」（平成 29 年７月）内閣府（防災担当） 

・「避難情報に関するガイドライン」（令和３年５月）内閣府（防災担当） 

・「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和３年５月改定）内閣府（防災担

当） 

・「地域防災計画における地震・津波対策の充実・強化に関する検討会報告書」（平成 23 年 12

月）消防庁 

・「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会中間報

告書」（平成 24 年３月）消防庁 

・「津波対策推進マニュアル検討会報告書（平成 25 年３月）」消防庁国民保護・防災部防災課 

・「地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方等に係る検討会 報告書」（平成 24 年 12

月）消防庁 

・「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」（令和７年３月）消防庁防災情報室 

・「津波避難対策検討ワーキンググループ 報告」（平成 24 年７月）中央防災会議防災対策推進

検討会議 

・「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」（平成 24 年２月） 国土交通省国土技術政策総合研

究所、一般社団法人建築性能規準推進協会、協力独立行政法人建築研究所 

・「津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導について（第３版）」（平成 25 年

４月）国土交通省 都市局 街路交通施設課 

・「津波防災まちづくりの計画策定に係る指針（第１版）」（平成 25 年６月） 国土交通省 

・「日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書」（平成 26 年９月）日本海における大

規模地震に関する調査検討会 

・「長時間継続する津波に関する情報提供のあり方（報告書）」（令和６年４月）長時間継続する

津波に関する情報提供のあり方検討会 

・「新潟県地域防災計画（津波災害対策編）」（令和７年 10 月）新潟県防災会議 

・「津波浸水想定について（解説）」（平成 29 年 11 月）新潟県 

検索性の向上  
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・「令和６年能登半島地震を踏まえた防災対策検討会 報告書」(令和７年３月) 新潟県 

・「令和６年度津波避難行動に関するアンケート調査結果等について」（令和７年７月）新潟県 

82 【新設】 

巻末資料 
  １ 令和６年能登半島地震を踏まえた防災対策検討会報告書の概要 
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※検討会報告書より一部抜粋 
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２ 津波避難行動に関するアンケート調査結果概要 
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